
夫 妻

番地
号 番 号

番地 番地
番 号 番 号

番地 番地

番 番

 □夫
 ☑妻

番　

番地
番 号

□1．農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
□2．自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
□3．企業・個人商店等（官公庁は除く）の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が１人から99人までの世帯
　　 （日々または1年未満の契約の雇用者は５）
☑4．３にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯（日々または1年未満の契約の雇用者
 　　は５）
□5．１から４にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
□6．仕事をしている者のいない世帯

　・経済的に自立していない子（未成年の子に限られません）がいる場合は、次の☐のあてはまるものにしるしを
　つけてください。

夫 妻
印 印

離　婚　届
 令和 　　　 年　　　 月　　 　日 届出

氏 名
氏 名 氏 名

(1)

（ よ み か た ） きりゅう しょうへい きりゅう はるな

生 年 月 日
☑昭和

　　　　年　　　　月　　　　日 □昭和 　　　　年　　　　月　　　　日
□平成 ☑平成

　桐　生 翔　平 　桐　生 春　奈
署 名 清　瀬　　義　夫 印 仲　町　　秋　子 印

　　　　　　　　　　　証　　　　　　　人　（協議離婚のときだけ必要です）

（※押印は任意）

住 所
群馬県 桐生市 織姫町 群馬県 桐生市 相生町 生年月日

☑昭和

住 所
群馬県 桐生市 相生町 三丁目

住 民 登 録 を し て
い る と こ ろ

等の名称

年　　　月　　　日　

アパート アパート 相生アパート　B102号室 220 の1

の氏名 の氏名

☑昭和
年　　　月　　　日　

□平成 □平成

1 番地 1 ○丁目 65 の3 栃木県 足利市 本城 三丁目
番

2141 ハイツ本城Ｄ203

(2)
本 籍 　　群馬県 桐生市 菱町 ○丁目 1234 番地 5 220

等の名称

世帯主 桐生　翔平 世帯主 桐生　春奈
本 籍

1 一丁目 4
　 番

外国人のときは国籍
だけを書いてください

筆頭者
　　　桐生　翔平の氏名

群馬県 桐生市 相生町 三丁目 東京都 新宿区 歌舞伎町

続き柄

　　　母 　桐生　光江 男 　　母 　織姫　夏子 女

父母及び養父母
の　氏　名

夫の父 　美原　和雄　 続き柄 妻の父 　織姫　武史

続き柄

養母 養子 養母 養女

右記の養父母以外にも
養父母がいる場合には
その他の欄に書いてください

養父 　桐生　一郎 続き柄 養父

（よみかた） おりひめ　はるな

(3)
(4)

離 婚 の 種 別
 ☑協議離婚 □和解　　 　令和　　 年　 　月　　 日成立
 □調停　令和　　 年　　 月　　 日成立 □請求の認諾 令和　　 年　 　月　　 日認諾
 □審判　令和　　 年　　 月　　 日確定 □判決　 　　令和　　 年　　 月　　 日確定

(6)
(7)

同 居 の 期 間
□昭和 ☑平成 □令和　　　年　　　月から □昭和 □平成 ☑令和　　　年　　　月まで

（同居を始めたとき） （別居したとき）

筆頭者
の氏名 織姫　春奈

(5)
未 成 年 の 子の 夫が親権

を行う子
妻が親権
を行う子 桐生 架純、桐生 涼介

氏 名

婚 姻 前 の 氏に

もどる者の本籍

は □もとの戸籍にもどる
☑新しい戸籍をつくる

群馬県 桐生市 相生町 ○丁目12
番地

３

　父母が離婚するときは、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることと

(9)

　されています。この場合には、子の利益を最も優先して考えなければならないこととされています。

別 居 す る 前の 　・未成年の子がいる場合は、次の□のあてはまるものにしるしをつけてください。

世 帯 の お もな

(8)
別 居 す る 前の 　群馬県 桐生市 菱町 ○丁目 1234 の5住 所

☑ 面会交流について取決めをしている。

☐ まだ決めていない。

面会交流：未成年の子と離れて暮らしている親が子と定期的、継続的
に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交
流すること。仕事と

(10)

そ
の
他

☑ 養育費の分担について取決めをしている。
  　取決め方法：（☑公正証書　☐それ以外）

☐ まだ決めていない。

養育費：経済的に自立していない子（例えば、アルバイト等による収
入があっても該当する場合があります）の衣食住に必要な経費、教育
費、医療費など。

夫 妻 の 職 業
（国勢調査の年…　　　　年…の4月1日から翌年3月31日までに届出をするときだけ書いてください）

　夫の職業 　妻の職業

妻 （　　　　　　　）

届 出 人 署 名  桐　生　翔　平  桐　生　春　奈
（※押印は任意）

事件簿番号 連絡先
☎

夫 （　　　　　　　）

○○ ○ ○ ○ ○ ○

長 二

○ ○ ○

△△ △ △ △

０９０ １２３４ ××××
０８０ ５６７８ ××××

協議離婚以外の場合は、審判書の謄本等の添付書類が必要となります。
※届出期間は、調停の成立・審判又は判決の確定等の日から１０日以内です。
※上記期間内に申立人が届出しないときは、相手方も届出できます。

住所欄は、届出
をする時点での
住所(住民登録
しているところ)を
記入してください。

住所に方書(ア
パート名等)ある
場合も、漏れが
ないように記入し
てください。

記載例

届出人がそれぞれ自筆で署名してください。

※届出人の押印は任意です。
別居をする前（同居中の場合は現在）の世帯のおもな仕事について、該当する番号に☑してください。

夫妻が別居していない場合は、(7)欄「別居したとき」は空欄となります。

夫妻が別居していない場合は、(8)欄「別居する前の住所」は、夫の住所を記入してください。

離婚後の氏・本籍について（詳細は別紙をご覧ください）

※婚姻の際に氏を改めた者は、離婚により婚姻直前の氏に戻ります。

※離婚後、婚姻直前の氏に戻らずに、婚姻中の氏を称する場合は、離婚届と同時に「離婚の際に称してい

た氏を称する届(戸籍法第７７条の２の届)」の届出が必要です。ただし、現在の氏と婚姻直前の氏が同

じ場合は前記の届出は不要です。

また、離婚届提出時に１度旧姓に戻った場合、３ヶ月以内であれば離婚の際に称していた氏を称する

届出（戸籍法第７７条の２の届）を提出することができます。

なお、離婚届と同時に前記の届出をする場合は、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は記入不要です。

（※この記載例は、離婚後「妻が婚姻前の旧姓にもどり、新しい戸籍をつくる」場合です。）

父母が離婚
や死亡して
いる場合も、
「父母の氏
名」欄の記
入は必要で
す。

養父母がい
る場合は、そ
の氏名を記
入してくださ

夫妻の間に未成年の子がいる場合は、子の親権者になる方の欄に、子の氏名を記入してください。

※子が複数いる場合も、氏は省略せずに記入してください。

夫妻の職業は、国勢調査のある年のみ記入してください。

※この届出で、住所異動等の手続きをすることはできません。（転居や転出等をする場合には、この届出とは別に住所異動の手続が必要です。）

※記入には、消せるボールペンは使用しないでください。届書は、ていねいにご記入ください。

成年者２名の証人が必要となります。証人がそれぞれ自筆で署名してください。
※証人２名の押印は任意です。
※裁判離婚の場合は、証人は不要です。

氏名は、戸籍のとおりに楷書で記入してください。
※外国籍の人の氏名は、氏と名に区分し、カタカナ
で氏・名の順に記入してください。（漢字圏の国の
人を除く）また、外国籍の人の生年月日は「西暦」
を付けて記入してください。

本籍欄は、都道
県名から記入して
ください。

※筆頭者とは戸
籍のはじめに記載
されている人です。
夫の氏で婚姻し
た場合は夫が筆
頭者になります。

※外国籍の人は
「国籍 ○○」と
記入してください。

○○ ○ ○ ○○ ○ ○

夫妻の間に

子がいる場

合は、該当

する項目に

それぞれ☑

をしてくださ

い。

日中、連絡のとりやすい電話番号を記入
してください。

届出する日付を記入してください。


